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貴
重
な
水
産
資
源
を
ま
も
る
た
め
、

高
知
県
漁
業
調
整
規
則
に
よ
り
採
捕
禁

止
期
間
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
禁
止
期
間
外
で
あ
っ
て
も
漁
業
協
同

組
合
員
で
な
け
れ
ば
採
捕
で
き
ま
せ
ん
。

地
域
の
皆
さ
ん
に
お
願
い

　
買
わ
な
い
こ
と
が
、
密
漁
者
た
ち
の

不
正
行
為
を
止
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
の
で
、
密
漁
品
と
思
わ
れ
る
も
の

は
購
入
せ
ず
、
警
察
に
通
報
い
た
だ
く

な
ど
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 
密
漁
現
場
を
見
か
け
た
ら
、
直
ち
に

警
察
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

　
違
反
者
は
、

　
「
６
カ
月
以
下
の
懲
役
」

も
し
く
は
、

　
「
１０
万
円
以
下
の
罰
金
」

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
高
南
・
幡
東
地
区
漁
業
秩
序
を
守
る
会

　
高
知
県
漁
協
・
黒
潮
町

　
そ
の
ほ
か
関
連
漁
協
・
市
町
村

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

海
洋
森
林
課 
水
産
振
興
係

　
蕁

５
５
―

３
１
１
５

　
町
で
は
、
地
場
産
品
を
購
入
し
、町

外
へ
送
る
際
の
送
料
を
無
料
に
す
る
「
地

場
産
品
送
料
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
次
の
２
店
舗
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会

に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
登
録
事
業
者

　（
１１
月

３０
日
時
点
　
登
録
順
）
　

　
・
道
の
駅
ビ
オ
ス
お
お
が
た（
浮
鞭
）

　
・
Ｓ
ｅ
ａ

５６（
入
野
）

◆
対
象
と
な
る
も
の

　
黒
潮
町
内
で
生
産
、
製
造
ま
た
は
加

工
さ
れ
た
商
品（
果
物
・
肉
・
水
産
物
・

そ
の
他
加
工
品
な
ど
）

　
登
録
店
舗
内
で
１
千
円
以
上
購
入
し

た
商
品
に
限
り
ま
す
。

◆
実
施
期
限

　
２
月

２８
日（
月
）

※
登
録
事
業
者
ご
と
に
予
算
上
限
に
達

し
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 
産
業
推
進
室 

産
業
推
進
係

蕁

４
３
―

２
１
１
３

　
高
知
県
で
は
、
津
波
か
ら
の
早
期
避

難
意
識
率
の
向
上
お
よ
び
津
波
警
戒
避

難
体
制
の
強
化
を
目
的
と
し
て
、
南
海

ト
ラ
フ
地
震
に
よ
る
津
波
浸
水
想
定
区

域
を
津
波
災
害
警
戒
区
域
（
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー
ン
）と
し
て
指
定
し
ま
す
。

　
左
記
の
日
程
で
住
民
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
・
場
所

　
１
月

２９
日（
土
）

　
午
前

１０
時
〜
午
前

１１
時

　
　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
午
後
２
時
〜
午
後
３
時

　
　
総
合
セ
ン
タ
ー

◆
内
容

　
津
波
災
害
警
戒
区
域
（
イ
エ
ロ
ー
ゾ

ー
ン
）の
指
定
に
関
す
る
説
明
会

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
危
機
管
理
部

　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
課

蕁

０
８
８
―

８
２
３
―

９
３
８
６

蕭

０
８
８
―

８
２
３
―

９
２
５
３

010201

＠ken.pref.kochi.lg.jp

　
〒
７
８
０
―

８
５
７
０

　
高
知
市
丸
ノ
内
１
―

２
―

２０

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

津
波
災
害
警
戒
区
域
（
イ
エ
ロ
ー
ゾ

ー
ン
）
指
定
の
住
民
説
明
会
に
つ
い
て

i

密
漁
は
犯
罪
で
す

i

地
場
産
品
送
料
無
料
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

i

名　　　称 禁　止　期　間 体長などの制限

いせえび 05月1日～9月15日 体長13cm以下

とこぶし・あなごう 09月1日～翌年3月31日 殻長3cm以下

あわび 09月1日～翌年3月31日 殻長9cm以下

さざえ 09月1日～翌年3月31日

てんぐさ類 09月1日～翌年2月末日

ふのり 10月1日～翌年2月末日

あらめ 10月1日～翌年6月30日

密漁ダメ!


